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りっとうプレミアム付商品券2022 取扱店募集要領 

令和４年４月１日 

栗東市商工会 

 

 

１．商品券発行内容について 

（１）目  的：新型コロナウイルス感染症による、市内の消費の減少に対し

て、市内経済を回復軌道に乗せ、アフターコロナを見据えた

地域経済の活性化のため、令和３年度に続いて栗東市独自の

プレミアム付商品券を年２回発行し消費喚起を図る。 

（２）名  称：りっとうプレミアム付商品券2022(以下「商品券」という) 

（３）発 行 者：栗東市商工会 

（４）対 象 者：栗東市民、市内在勤者 

（５）販売価格：１冊5,000円（500円券×12枚 6,000円相当） 

（内訳）一般店専用券６枚、全店共通券６枚 

（６）発行金額：第１回 22,500冊×6,000円＝１億３千５百万円 

        第２回 22,500冊×6,000円＝１億３千５百万円 

                合 計   ２億７千万円 

（７）利用期間：第１回 令和４年６月１５日～令和４年９月３０日 

        第２回 令和４年１１月１日～令和５年１月３１日 

 

 

２．取り扱いにおける厳守事項 

（１）商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能で

す。 

（２）商品券を現金化することはできません。 

（３）商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は出ません。 

（４）不足分は現金等で受け取ってください。 

（５）利用期間を過ぎた商品券は受け取らないでください。 

（６）商品券の紛失及び盗難に対し、商工会はその責を負いません。 

 

 

３．商品券の利用対象にならないもの 

（１）不動産や金融商品 

（２）タバコ 

（３）他の商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの 
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（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第２条に規定する営業において提供される役務 

（５）国税、地方税や使用料などの公租公課 

（６）金融機関への預け入れ 

（７）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

 

４．取扱店の参加資格 

 栗東市内に店舗、事業所等を有する事業者とし、栗東市内の店舗等に限り商

品券を使用できるものとします。 

 ※飲食店（デリバリー・テイクアウト専門店を除く）については、「みんな

でつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度」の認証店舗であること。制度につい

ては下記ホームページを参照。 

【URL】https://shiga-anshin-ninsho.jp/ 

 但し、次の（１）から（４）に該当する事業者を除きます。 

【除外業種】 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第２条に規定する営業を行なっている事業者 

（２）特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営

業を行なっている事業者 

（３）上記[３．商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを

取扱う事業者 

（４）役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77 号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員

(同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社

会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者 

 

５．取扱店の区分と券種 

（１）取扱店は次の２タイプに区分されます。 

大型店 

＊売場面積が1,000㎡超の小売店 

（同一資本店に1,000㎡超の店舗があればすべての店

舗を大型店とみなす ※例えば、同一資本の３店舗が

あり、うち１店舗の売場面積が1,000㎡超ならば、３

店舗ともすべて大型店とする） 

一般店 

＊売場面積が1,000㎡以下の小売店とその他の業種 

（大型商業施設内にある1,000㎡以下のテナントは、

レジが独立していれば一般店へ分類） 

https://shiga-anshin-ninsho.jp/
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（２）取扱店の区分により、利用できる商品券の券種が異なります。 

       券種 

店舗区分 

一般店 

専用券 

全店 

共通券 

大型店 × ○ 

一般店 ○ ○ 

 

６．取扱店の責務 

（１）取扱店であることが明確になるよう、ポスター、のぼり旗等を利用者が

分かりやすい場所に掲示してください。 

（２）利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認してくだ

さい。色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合

は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに栗東市

商工会まで報告してください。 

（３）商品券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄

に取扱店名を記入することとし、既に取扱店名の記入がある場合は、受

け取りを拒否してください。 

（４）商品券の交換及び売買は行なわないでください。利用期間中における商

品の売買サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。 

（５）利用者から受け取った商品券は、取扱店自らの事業上の取引（商品の仕

入等）に使用しないでください。 

（６）利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失

は取扱店の責務とします。 

（７）店舗・施設においては、従業員の健康管理・マスクの着用・消毒液の設

置・ソーシャルディスタンスの確保などのほか、国の新型コロナウィル

ス感染症対策の基本的対処方針に基づき公表されている「業種別ガイド

ライン」に沿った感染拡大防止対策に十分配慮してください。 
 

７．申請手続について 

（１）申請方法 

この「募集要領」に同意のうえ、「取扱店登録申請書」に必要事項を記入

し、栗東市商工会へ郵送、ＦＡＸまたは直接提出してください。 

滋賀県「みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度」の認証店舗は、

確認できる資料（認証マーク掲示状況の店舗写真等）を添付してください。 

取扱店登録申請書は下記栗東市商工会のホームページからダウンロード

できます。（令和４年４月１日より公開） 

※栗東市商工会ホームページ： http://www.rittosci.com 
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（２）申請書の提出先 
 

栗東市商工会 〒520-3047 栗東市手原三丁目１－２５ 

TEL：077-552-0661 FAX：077-553-5263 
 
（３）申請期間 

令和４年４月１５日～令和４年１２月２８日 

※ただし、取扱店一覧チラシに掲載するため、次の締切日を設けます。

各チラシ締切日を過ぎますと取扱店一覧チラシ（印刷物）に店舗名を

掲載できず、ホームページにのみ掲載されます。 

 第１回分締切日  令和４年 ５月 ９日（月） 

 第２回分締切日  令和４年１０月１１日（火） 

（４）申請後の審査・承認 

申請のあった事業者は、商工会の審査を経て、取扱店として承認します。 

承認結果については、後日通知します。 

（５）その他 

①個別の店舗ごとに申し込んでください。栗東市内に複数の店舗があって

も、店舗ごとに申請書を作成してください。 

②複数の店舗が含まれる大型商業施設等の一括申し込みはできません。個

別のテナントごとに申請してください。 

③申請後に取扱店を辞退される場合は、必ず申し出てください。ただし、

取扱店を辞退されてもチラシに掲載されていることがありますので、商

品券を取扱いできない旨を店頭でお客様にお示しいただく等トラブルに

ならないよう配慮してください。 

 

８．取扱店説明会について 

 取扱店を対象に説明会を開催しますので、いずれかに参加してください。 

 説明会の日程につきましては、最終ページをご覧ください。 

 なお、説明会において、ポスター、のぼり旗等の取扱店必要品を配布し

ます。 

 説明会に参加できない場合、または説明会終了後に申請された場合は、

個別に説明いたしますので商工会館までお越しください。 

 

９．換金について 

（１）換金方法 

①取扱店は、栗東市商工会（以下商工会という）窓口に「取扱店証明書」

を提示のうえ、「使用済商品券」を提出し、商品券の換金を依頼します。 
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 ※窓口対応は、平日の１０時～１６時とします。 

②商工会は、「使用済商品券」の枚数等をカウントし、取扱店に「預かり証」

を発行します。 

③商工会は、毎月１５日・３０日頃に締日を設けて、期間内の使用済商品

券を集計し、締日の４～５営業日後に取扱店指定口座へお振込します。 

④詳しいスケジュールについては説明会でお渡しする換金カレンダーをご

覧ください。 

⑤振込手数料については、商工会が負担します。 

⑥１回あたり２００枚（１０万円）を限度に現金交換にも対応します。現

金交換を希望される取扱店は、前営業日の１６時までに電話連絡をお願

いします。 

（２）換金受付期間 

第１回分 令和４年６月１６日～令和４年１０月２０日 

第２回分 令和４年１１月２日～令和５年 ２月２８日 

※実施回ごとの換金となります。上記期間を過ぎての換金には一切応じら

れませんので、ご注意ください。 

 

１０．取扱店の取消等 

この「募集要領」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や取扱店 

の承認を取り消す場合があります。また、違反により損害金が発生した際は 

請求する場合があります。 

 

１１．その他留意事項 

（１）この「募集要領」に記載されていない事項は、栗東市商工会へお問い合 

せください。 

（２）取扱店情報(店舗名称、所在地、業種等)は、「商品券の使えるお店(一覧 

表)」として、栗東市商工会のホームページやリーフレットなどにより 

広報します。 

（３）本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、内容が変更 

となる場合がありますので、ご了承ください。 

 

                                    

＜問い合せ先＞ 栗東市商工会 

〒520-3047 栗東市手原三丁目１－２５  

TEL：077-552-0661 FAX：077-553-5263 e-mail info@rittosci.com 
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（別 表）取扱店説明会の日時・会場 

No 開 催 日 時  間 会  場 定員 

1 6月6日(月) 13:30～14:30 栗東市商工会館 40名 

2 6月6日(月) 15:00～16:00 栗東市商工会館 40名 

3 6月7日(火) 10:30～11:30 ウイングプラザ 30名 

4 6月7日(火) 13:30～14:30 ウイングプラザ 30名 

5 6月8日(水) 10:30～11:30 栗東市商工会館 40名 

6 6月8日(水) 13:30～14:30 栗東市商工会館 40名 

7 6月8日(水) 15:00～16:00 栗東市商工会館 40名 

8 6月9日(木) 10:30～11:30 ウイングプラザ 30名 

9 6月9日(木) 13:30～14:30 ウイングプラザ 30名 

10 6月10日(金) 10:30～11:30 栗東市商工会館 40名 

11 6月10日(金) 13:30～14:30 栗東市商工会館 40名 

12 6月10日(金) 15:00～16:00 栗東市商工会館 40名 

 

＜説明会会場＞ 

・栗東市商工会館（３Ｆ研修室Ｃ）  手原三丁目１－２５（ＪＲ手原駅前） 

・ウイングプラザ（４Ｆ研修室Ｅ）  綣二丁目４－５（ＪＲ栗東駅前） 

※会場では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用義務・

会場の換気・消毒液の設置等に配慮いたしますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 


